
 

 

桶川市公共下水道事業会計 

業務状況説明書 

 

令 和 ６ 年 度 

下半期 

（１０月～３月） 

 



 

 

１ 事業の概要 

 

（１）総括事項 

公共下水道は、健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全

など広範な機能を有する基幹的な施設のひとつであり、この整備を市政

の大きな柱として、昭和４８年より積極的に取り組んできております。

一部供用開始から４４年を経過し、整備面積も拡大されてきており、令

和６年度末の汚水整備面積は８２４．４３ｈａとなりました。 

令和７年度の主な事業は、駅東口地区の雨水管整備や末広一丁目地区

の汚水圧送管整備、公共下水道ストックマネジメント計画に基づく管路

施設の点検・調査、マンホール蓋の交換工事（１８０か所）を行うとと

もに、既存の公共下水道施設の保守・運転管理の実施を予定しておりま

す。 

 

（２）業務量 

自 令和 ６年 ４月 １日 

至 令和 ７年 ３月３１日 

 

 

 

区 分 

項 目 
当 期 状 況 前年同期状況 

前 年 同 期 と の 比 較 

増 減 比 率 

行政区域内人口 

（人） 
74,107 74,324 △217 △0.29 

処理区域内人口 

（人） 
61,507 61,664 △157 △0.25 

水 洗 化 人 口 

（人） 
59,433 59,347 86 0.14 

普 及 率 

（％） 
83.0 83.0 - 0 

水 洗 化 率 

（％） 
96.6 96.2 - 0.4 

汚 水 処 理 水 量 

（㎥） 
7,492,932 6,913,789 579,143 △8.37 

一 日 平 均 汚 水 

処理水量（㎥） 
20,529 18,890 1,639 8.67 

有 収 水 量 

（㎥） 
5,830,681 5,843,480 △12,799 △0.21 

有 収 率 

（％） 
77.8 84.5 - △6.7 



２　経理の状況

　　　収益的収入及び支出
収入 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
下水道事業収益 1,785,361,000 1,777,695,829 99.57%
　営業収益 828,306,000 834,853,416 100.79%
　営業外収益 957,055,000 942,842,413 98.51%

支出 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
下水道事業費用 1,734,494,000 1,705,812,983 98.35%
　営業費用 1,648,405,000 1,621,652,750 98.38%
　営業外費用 84,989,000 84,160,233 99.02%
　予備費 1,100,000 0 0.00%

　　　資本的収入及び支出
収入 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
資本的収入 636,102,000 518,402,185 81.50%
　企業債 327,900,000 223,400,000 68.13%
　負担金等 240,112,000 229,014,993 95.38%
　補助金 65,680,000 65,578,903 99.85%
　長期貸付金償還金 2,410,000 408,289 16.94%

支出 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
資本的支出 850,878,000 734,994,987 86.38%
　建設改良費 417,520,000 303,769,009 72.76%
　固定資産購入費 990,000 960,707 97.04%
　企業債償還金 409,918,000 409,917,058 100.00%
　長期貸付金 2,410,000 408,289 16.94%
　その他資本的支出 20,040,000 19,939,924 99.50%



３ 予算の概要及び事業の経営方針 

 

令和７年度桶川市公共下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度桶川市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 処理区域内人口                     ５８，６００人 

 (2) 年間処理水量                   ７，８００，０５０ｍ3 

 (3) 一日平均処理水量                    ２１，３７０ｍ3 

 (4) 主要な建設改良事業 

  イ 管路建設改良費                 ３９６，３８８ 千円 

  ロ ポンプ場建設改良費                ８７，６４８ 千円 

  ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金        １３４，４９０ 千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収   入 

 第１款 下水道事業収益              １，９２０，１３４ 千円 

  第１項  営業収益                 ８８２，８８０ 千円 

  第２項  営業外収益              １，０３７，２５４ 千円 

 

 



 

                 支   出 

 第１款 下水道事業費用              １，８３８，４３４ 千円 

  第１項 営業費用                １，７５２，７０８ 千円 

  第２項 営業外費用                  ８０，２２６ 千円 

  第３項 予備費                     ５，５００ 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

２３１，０７７千円は、減債積立金１７，７２７千円及び当年度分損益勘定留保資金２１３，３５０千円で補 

填するものとする｡)。 

                 収   入 

 第１款 資本的収入                  ８３３，１９２ 千円 

  第１項 企業債                   ４９６，５００ 千円 

  第２項 負担金等                  １８５，３８４ 千円 

  第３項 補助金                   １４８，１０３ 千円 

  第４項 長期貸付金償還金                ３，２０５ 千円 

                 支   出 

 第１款 資本的支出                １，０６４，２６９ 千円 

  第１項 建設改良費                 ６１８，５２６ 千円 

第２項 固定資産購入費                ６２，２４４ 千円 

第３項 企業債償還金                ３８０，１９４ 千円 

  第４項 長期貸付金                   ３，２０５ 千円 

  第５項 その他資本的支出                  １００ 千円 



（継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

（単位：千円、税込み） 

款 項 事業名 総額 年度 年割額 

1 資本的支出 1 建設改良費 
ポンプ場建設改良

費（更新工事） 
130,200 

令和７年度 52,000 

令和８年度 78,200 

 （債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事項 期間 限度額 

桶川市水洗便所改造資金融資あつせん規則に

基づき、融資あつせんを受けた者が銀行等から

借り受けた資金に対する損失補償 

令和７年度から完済の年度まで 元金及び利子に対する損失補償額 

（企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道事業 

千円 

 

362,100  

普通貸借 

又は 

証券発行 

5.0％以内（ただし、利率見直し方

式で借り入れる政府資金及び地方

公共団体金融機構資金について、

利率の見直しを行った後において

は、当該見直し後の利率） 

政府資金については、その融通条件によ

り、銀行その他の場合はその債権者と協定

した融通条件による。ただし、市財政の都

合により据置期間を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借り換えることができる。 

荒川左岸北部流

域下水道事業 
134,400 同上 同上 同上 

計 496,500    



 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1)営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費                     ８３，３０２千円 

 （他会計からの補助金） 

第１１条 営業経費、建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

８６，９４１千円である。 

 


